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中教審教育課程企画特別部会「論点整理」からの抜粋 

                   ２０１６／０２／１３ 

                                                     全進研世話人 今泉 博 
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■「論点整理」の目的 
｢本『論点整理』は、２０３０年の社会と、そして更にその先の豊かな未来を築くために、教育
課程を通じて初等中等教育が果たすべき役割を示すことを意図している｣｢学校を、変化する社
会の中に位置付け、教育課程全体を体系化することによって、学校段階間、教科等間の相互連
携を促し、さらに初等中等教育の総体的な姿を描くことを目指すものである」 
 

■子どもたちに求めているもの  
「社会的・職業的に自立した人間として、伝統や文化に立脚し、高い志と意欲を持って、蓄積
された知識を礎としながら、膨大な情報から何が重要かを主体的に判断し、自ら問いを立てて
その解決を目指し、他者と協働しながら新たな価値を生み出していくことが求められる。学校
の場においては、子供たち一人一人の可能性を伸ばし、新しい時代に求められる資質・能力を
確実に育成していくこと」 
  

 ■｢社会に開かれた教育課程｣の強調 
「学校が社会や地域とのつながりを意識する中で、社会の中の学校であるためには、教育課程
もまた社会とのつながりを大切にする必要がある。学校がその教育基盤を整えるにあたり、教
育課程を介して社会や世界との接点を持つことが、これからの時代においてより一層重要とな
る」 
「これからの教育課程には、社会の変化に目を向け、教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、
社会の変化を柔軟に受け止めていく『社会に開かれた教育課程』としての役割が期待されてい
る」 
 
①学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有してい

く 
②子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓いていくために求められる資質・能

力 とは何かを、教育課程において明確化 
③地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校

教 育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現 
 
「このためには、教育課程の基準となる学習指導要領及び幼稚園教育要領（以下『学習 
指導要領等』という。）も、各学校が『社会に開かれた教育課程』を実現していくこと 
に資するものでなければならない」 
「教育課程の理念を具体化するためには、学習・指導方法や評価の在り方と一貫性を持って議
論し改善していくことが必要」 
 

■学習指導要領をこれまで以上に現場へ徹底する 
「学習指導要領等は、学校教育法に基づき国が定める教育課程の基準であり、教育の目標や指
導すべき内容等を体系的に示している。各学校は、学習指導要領等に基づき、その記述の意味
や解釈などの詳細について説明した教科等別の解説を踏まえ、教育課程を編成し、年間指導計
画等や授業等ごとの学習指導案等を作成し、実施するものと定められている」 
 

■次期学習指導要領改訂に向けての課題としてあげられていることは 
○「我が国の子供たちについては、判断の根拠や理由を示しながら自分の考えを述べたり、実
験結果を分析して解釈・考察し説明したりすることなどについて課題が指摘されることや、自
己肯定感や主体的に学習に取り組む態度、社会参画の意識等が国際的に見て相対的に低いこと
など、子供が自らの力を育み、自ら能力を引き出し、主体的に判断し行動するまでには必ずし
も十分に達しているとは言えない状況にある」 
○「それは、社会において自立的に生きるために必要な力として掲げられた「生きる力」を育
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むという理念について、各学校の教育課程への、さらには、各教科等の授業への浸透や具体化
が、必ずしも十分でなかったところに原因の一つがあると考えられる」 
「２１世紀は、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に
重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」の時代である。こうした社会像についての認識を継
承しつつ、さらにこれからは、グローバル化や情報化をはじめとした社会の加速度的な変化に
どのように向き合い関わっていくのかが問われなければならない。将来の予測が困難な複雑で
変化の激しい社会の中で求められる力の育成を、各学校の教育課程や各教科等の授業まで浸透
させ具体化していくことが、これまで以上に強く求められることになる」 
○「社会に開かれた教育課程」の視点に立ち、社会の変化に向き合い適切に対応していくため、
学校教育を通じて育むべき資質・能力を教育課程全体の構造の中でより明確に示し、それらを
子供たちが確実に身に付けることができるよう、教育課程の全体像を念頭に置きながら日々の
教育活動を展開していくことが求められている」 
○「次期学習指導要領等が役割を担うこととなる２０３０年頃までの変化を見据えつつ、その
先もさらに見通しながら、学習指導要領等の在り方について持続的な見直しを図り、学習指導
要領等を構造化していくとともに、その構造を各学校が十分に理解した上で教育課程を編成で
きるようにすることが、次期改訂に向けた大きな課題である」 
 

■一見「学習プロセス」を重視しているようであるが・・・・ 
「学びを通じた子供たちの真の理解、深い理解を促すためには、主題に対する興味を喚起して
学習への動機付けを行い、目の前の問題に対しては、これまでに獲得した知識や技能だけでは
必ずしも十分ではないという問題意識を生じさせ、必要となる知識や技能を獲得し、さらに試
行錯誤しながら問題の解決に向けた学習活動を行い、その上で自らの学習活動を振り返って次
の学びにつなげるという、深い学習のプロセス 16が重要である。また、その過程で、対話を通
じて他者の考え方を吟味し取り込み、自分の考え方の適用範囲を広げることを通じて、人間性
を豊かなものへと育むことが極めて重要である」 
「身に付けるべき知識に関しても、個別の事実に関する知識と、社会の中で汎用的に使うこと
のできる概念等に関する知識とに構造化される 17という視点が重要である」 
 

■キャリア教育については 
「子供たちに社会や職業で必要となる資質・能力を育むためには、学校と社会との接続を意識
し、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育み、キャリア発
達を促す『キャリア教育』の視点も重要である。学校教育に『外の風』、すなわち、変化する
社会の動きを取り込み、世の中と結び付いた授業等を通じて子供たちにこれからの人生を前向
きに考えさせることが、主体的な学びの鍵となる」 
 

■育成すべき「資質・能力」 
「学習指導要領等がどのような資質・能力の育成を目指すのかについては、教育法令が定める
教育の目的・目標等を踏まえて検討する必要がある。教育基本法に定める教育の目的を踏まえ
れば、育成すべき資質・能力の上位には、常に個人一人一人の『人格の完成』と、『平和で民
主的な国家及び社会の形成者として必要な資質』を備えた心身ともに健康な国民の育成がある
べきである」 
「社会的・職業的に自立した人間として、郷土や我が国が育んできた伝統や文化に立脚した広
い視野と深い知識を持ち、理想を実現しようとする高い志や意欲を持って、個性や能力を生か
しながら、社会の激しい変化の中でも何が重要かを主体的に判断できる人間であること」 
 

■「資質・能力」育成の三つの柱 
「三要素を議論の出発点としながら、学習する子供の視点に立ち、育成すべき資質・能力を以
下のような三つの柱（以下「三つの柱」という。）で整理することが考えられる。・・・・(中
略)・・・各教科等の文脈の中で身に付けていく力と、教科横断的に身に付けていく力とを相互
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に関連付けながら育成していく必要がある」 
 
《注》（前回改訂までの成果）という所には、（特に学力については、学校教育法第３０条第２項に示され

た「基礎的な知識及び技能」、「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力そ

の他の能力」及び「主体的に学習に取り組む態度」の、いわゆる学力の三要素から構成される「確かな学力」

をバランス良く育むことを目指し、教育目標や内容が見直されるとともに、習得・活用・探究という学習過

程の中で、学級やグループで話し合い発表し合うなどの言語活動や、他者、社会、自然・環境と直接的に関

わる体験活動等を重視することとされたところである）と記されている。 
 
ⅰ）「何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能）」 
ⅱ）「知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等）」  
ⅲ）「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、人間 
  性等）」 
 
「資質・能力については、学習指導要領等を踏まえつつ、各学校が編成する教育課程の中で、
各学校の教育目標とともに、育成する資質・能力のより具体的な姿を明らかにしていくことが
重要である。その際、子供一人一人の個性に応じた資質・能力をどのように高めていくかとい
う視点も重要になる」 
 

■これからの時代に求められる資質・能力 
○「複雑で変化の激しい社会の中では、固有の組織のこれまでの在り方を前提としてどのよう
に生きるかだけではなく、様々な情報や出来事を受け止め、主体的に判断しながら、自分を社
会の中でどのように位置付け、社会をどう描くかを考え、他者と一緒に生き、課題を解決して
いくための力が必要となる。主権を有し、今後の我が国の在り方に責任を有する国民の一人と
して、また、多様な個性・能力を生かして活躍する自立した人間として、こうした力を身に付
け、適切な判断・意思決定や公正な世論の形成、政治参加や社会参画、一層多様性が高まる社
会における自立と共生に向けた行動を取っていくことが求められる」 
○「様々な情報や出来事を受け止め、主体的に判断しながら、自分を社会の中でどのように位
置付け、社会をどう描くかを考え、他者と一緒に生き、課題を解決していくための力が必要と
なる。主権を有し、今後の我が国の在り方に責任を有する国民の一人として、また、多様な個
性・能力を生かして活躍する自立した人間として、こうした力を身に付け、適切な判断・意思
決定や公正な世論の形成、政治参加や社会参画、一層多様性が高まる社会における自立と共生
に向けた行動」 
○「生産や消費などの経済的主体等として求められる力や、安全な生活や社会づくりに必要な
資質・能力 22を育んでいくことや、急速に情報化が進展する社会の中で、情報や情報手段を主
体的に選択し活用していくために必要な情報活用能力 23、物事を多角的・多面的に吟味し見定
めていく力（いわゆる「クリティカル・シンキング」）、統計的な分析に基づき判断する力、
思考するために必要な知識やスキルなどを、各学校段階を通じて体系的に育んでいくことの重
要性は高まっている」 
○「一人一人が幸福な人生を自ら創り出していくためには、情意面や態度面について、自己の
感情や行動を統制する能力や、よりよい生活や人間関係を自主的に形成する態度等を育むこと
が重要である。こうした力は、将来の社会不適応を予防し保護要因を高め、社会を生き抜く力
につながる」 
○「グローバル化する中で世界と向き合うことが求められている我が国においては、日本人と
しての美徳やよさを備えつつグローバルな視野で活躍するために必要な資質・能力の育成が求
められる。言語や文化に対する理解を深め、国語で理解したり表現したりすることや、さらに
は外国語を使って理解したり表現したりできるようにすることが必要である。・・・・(中略)
・・・・自国と世界の歴史の展開を広い視野から考える力や、思想や思考の多様性の理解、地
球規模の諸課題や地域課題を解決し持続可能な社会づくりにつながる地理的な素養についても
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身に付けていく必要がある」 
 

■汎用的能力の育成をめざす 
○「各教科等で育まれた力を、当該教科における文脈以外の、実社会の様々な場面で活用でき
る汎用的な能力に更に育てていくためには、総体的観点からの教育課程の構造上の工夫が必要
になってくる。まさにその工夫が、各教科等間の内容事項についての相互の関連付けや、教科
横断的な学びを行う「総合的な学習の時間」や社会参画につながる取組などを行う「特別活動」、
高等学校の専門学科における「課題研究」の設定などに当たる」 
 
 

■アクティブラーニングを現場に徹底 
○「学びを推進するエンジンとなるのは、子供の学びに向かう力であり、これを引き出すため
には、実社会や実生活に関連した課題などを通じて動機付けを行い、子供たちの学びへの興味
と努力し続ける意志を喚起する必要がある」 
○「育成すべき資質・能力を育むためには、学びの量とともに、質や深まりが重要であり、子
供たちが「どのように学ぶか」についても光を当てる必要があるとの認識のもと、「課題の発
見・解決に向けた主体的・協働的な学び（いわゆる『アクティブ・ラーニング』）」について、
これまでの議論等も踏まえつつ検討を重ねてきた」 
○「学習指導要領等の改訂に関する議論において、こうした指導方法を焦点の一つとすること
については、注意すべき点も指摘されてきた。つまり、育成すべき資質・能力を総合的に育む
という意義を踏まえた積極的な取組の重要性が指摘される一方で、指導法を一定の型にはめ、
教育の質の改善のための取組が、狭い意味での授業の方法や技術の改善に終始するのではない
かといった懸念などである。・・・・(中略)・・・・ともすると本来の目的を見失い、特定の
学習や指導の「型」に拘泥する事態を招きかねないのではないかとの指摘」 
 
＊このような指摘がありながらも、その後で「全国学力・学習状況調査において、主として「活
用」に関する問題（いわゆるＢ問題）が出題され、関係者の意識改革や授業改善に大きな影響
を与えたことなどもあり、多くの関係者による実践が重ねられてきている。「アクティブ・ラ
ーニング」を重視する流れは、こうした優れた実践を踏まえた成果であり、また、今後は特に
高等学校において、義務教育までの成果を確実につなぎ、一人一人に育まれた力を更に発展・
向上させることが求められる」と述べているように、「アクティブ・ラーニング」を現場に徹
底しようとする姿勢は明確である。「最先端の教育実践はアクティブ・ラーニング」というよ
うな「指導」が上から行われていくことだろう。 
 

■評価については 
○「子供たち自身が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにするために
は、この学習評価の在り方が極めて重要であり、教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性を
持った形で改善を進めることが求められる」 
○「評価の観点については、従来の４観点の枠組みを踏まえつつ、学校教育法第３０条第２項
が定める学校教育において重視すべき三要素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」
「主体的に学習に取り組む態度」）を踏まえて再整理され、現在、「知識・理解」「技能」「思
考・判断・表現」「関心・意欲・態度」の四つの観点が設定されているところである」 
○「ⅲ）（「学びに向かう力、人間性等」）に示された資質・能力には、感性や思いやりなど
幅広いものが含まれるが、これらは観点別学習状況の評価になじむものではないことから、評
価の観点としては学校教育法に示された「主体的に学習に取り組む態度」として設定し、感性
や思いやり等については観点別学習状況の評価の対象外とすべきである」 
 

■カリキュラム・マネジメント 
○「子供たちの姿や地域の実情等を踏まえて、各学校が設定する教育目標を実現するために、



- 6 - 

学習指導要領等に基づきどのような教育課程を編成し、どのようにそれを実施・評価し改善し
ていくのかという『カリキュラム・マネジメント』の確立が求められる」 
「社会に 
○「開かれた教育課程」の実現を通じて子供たちに必要な資質・能力を育成するという新し 
い学習指導要領等の理念を踏まえ、これからの「カリキュラム・マネジメント」につい 
ては、以下の三つの側面から捉えられる。 
 
① 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた教科横断的な 
視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。 
② 教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種デ 
ータ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサ 
イクルを確立すること。 
 《注》ＰＤＣＡサイクル= Ｐ(プラン・計画)Ｄ(ドウ・実践)Ｃ(チェク・評価)Ａ(アクション
・再行動) 
 
③ 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて 
活用しながら効果的に組み合わせること」 
 
○「次期改訂に向けて提起された『アクティブ・ラーニング』と『カリキュラム・マネジメン
ト』は、授業改善や組織運営の改善など、学校の全体的な改善を行うための鍵となる二つの重
要な概念として位置付けられるものであり、相互の連動を図り、機能させることが大切である。
教育課程を核に、授業改善及び組織運営の改善に一体的・全体的に迫ることのできる組織文化
の形成を図り、『アクティブ・ラーニング』と『カリキュラム・マネジメント』を連動させた
学校経営の展開が、それぞれの学校や地域の実態を基に展開されることが求められる」 
○「教科等を越えた「カリキュラム・マネジメント」のために必要な力や、「アクティブ・ラ
ーニング」の視点から学習・指導方法を改善していくために必要な力、学習評価の改善に必要
な力等が求められる。教員一人一人が社会の変化を見据えながら、これからの時代に必要な資
質・能力を子供たちに育むことができるよう、教員の養成・採用・研修を通じて改善を図って
いくことが必要である」 
 

■教育課程の理念の共有化と「指導体制」の強化 
○「教育課程を核に、教育活動や組織運営の不断の見直しを図っていくためには、子供たちの
姿や地域の現状等を把握できる調査結果や各種データ等が必要となる。国、教育委員会等及び
学校それぞれにおいて、学習指導要領等に基づく教育課程の実施状況を定期的に把握していく
ことが求められる」 
○「国や各教育委員会等においても、教科等別の学習指導に関する改善のみならず、教科等を
横断した教育課程全体の改善について助言を行うことができるような体制を整えていくことが
必要であり、教育委員会における指導担当部課長や指導主事等の力量の向上が求められる」 
○「新しい教育課程が目指す理念を、学校や教育関係者のみならず、保護者や地域の人々、産
業界等を含め広く共有し、子供の成長に社会全体で協働的に関わっていくことが必要である」 
 

■「道徳」の特別教科化 
○「既に学習指導要領が一部改訂され、小学校では平成３０年度、中学校では平成３１年度か
ら、『特別の教科 道徳』（道徳科）が実施されることとなっている。本『論点整理』が目指す
『これからの時代に求められる資質・能力の育成』や、『アクティブ・ラーニング』の視点か
らの学習・指導方法の改善を先取りし、『考え、議論する』道徳科への転換により児童生徒の
道徳性を育むものであり、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的
・多角的に考え、自己の生き方や他者との関わりについても考えを深める学習を通して、道徳
的判断力、道徳的心情や道徳的実践意欲と態度を育てるものである」 
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○「道徳の特別教科化は、これまで軽視されがちだったと指摘される従来の道徳の時間を検定
教科書の導入等により着実に行われるように実質化するとともに、その質的転換を図ることを
目的としている」 
○「『考え、議論する』道徳科への質的転換については、子供たちに道徳的な実践への安易な
決意表明を迫るような指導を避ける余り道徳の時間を内面的資質の育成に完結させ、その結果、
実際の教室における指導が読み物教材の登場人物の心情理解のみに偏り、『あなたならどのよ
うに考え、行動・実践するか』を子供たちに真正面から問うことを避けてきた嫌いがあること
を背景としている。このような言わば『読み物道徳』から脱却し、問題解決型の学習や体験的
な学習などを通じて、自分ならどのように行動・実践するかを考えさせ、自分とは異なる意見
と向かい合い議論する中で、道徳的価値について多面的・多角的に学び、実践へと結び付け、
更に習慣化していく指導へと転換することこそ道徳の特別教科化の大きな目的である」 
○「道徳の特別教科化の目的である道徳教育の質的転換が全国の一つ一つの教室において確実
に行われることが必要であり、そのためには、答えが一つではない、多様な見方や考え方の中
で子供たちに考えさせる素材を盛り込んだ教材の充実や指導方法の改善等が不可欠である」 
○「道徳の特別教科化を着実に実施するため、文部科学省には万遺漏なきよう諸施策に取り組
むことを求めるものである」 
 
 
 


